
　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言のもと、

池田町では感染拡大の防止対策、経済対策等を講じ住民の生活を守るため、迅速かつ的確に支援を行います。

池田町単独事業名　　　　　　　　　　　内容 問合せ先

生活資金貸付支援事業

4月30日より申請受付中。

社会福祉協議会への緊急小口資金申請者

１件あたり10万円（緊急小口資金特例貸付上限額20万円の2分の1）を給付。

池田っ子特別支援給付金給付事業

0歳から15歳までの児童・生徒が対象。

１人あたり２万円を給付。（所得制限なし）

6月10日（児童手当支払い日）振込予定

ひとり親子育て応援給付金給付事業

母子父子家庭（福祉医療助成対象世帯）

１世帯あたり２万円を給付。（所得制限なし）

5月15日振込予定。

障害児子育て世帯特別給付金給付事業

重度心身障害児子育て世帯（福祉医療助成対象世帯）

１世帯あたり２万円を給付。（所得制限あり）

5月15日振込予定。

ふれ愛の家事業継続緊急助成事業

ふれ愛の家に対する新型コロナウイルス感染による事業収入減への補助。

高校生教育支援事業

受付は5月11日から6ヶ月間。

町内在住の高校生

教材図書費として１人あたり１万円を支給。

大学生奨学金利用者支援事業

受付は5月11日から6ヶ月間。

町内在住の大学生・専門学校学生で奨学金受給者

１人あたり５万円を支給。

保育給食費３ヶ月無料化事業

町内の公私立保育園児（３歳以上児）が対象。

令和３年１月から３ヶ月間、保育給食費の無料化を実施。

学校給食費３ヶ月無料化事業

町内の小・中学生が対象。

学校再開から３ヶ月間、学校給食費の無料化を実施。

まちを明るくする商品券事業

登録飲食店等で利用できる商品券（15,000冊×5,000円分）を収束後販売開始。

コロナウイルスによる離職者・採用取り消し者の採用

会計年度任用職員（５人（事務職・技術職））として

新型コロナウイルス感染症による失職者・採用取り消し者を募集。
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